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企業情報システム ～４つの視点から～

③情報システム構築者（ＩＴ企業）
・サービス提供企業の情報システムの構築
・ＩＴ技術の創出と提供
「Microsoft、Apple、IBM、日立、富士
通、NEC、野村総合研究所、、、」

②サービス提供者（民間事業会社）
情報システムを活用して、モノやサービスを提供
・間接的情報システム（ＢtoＢ，ＩnＢ）
・直接的な情報システム(ＢtoＣ）
「セブンイレブン、野村證券、ヤマト運輸、、、」

④公共サービス提供者（行政機関）
・情報システムを活用して公共サービスを提供
・情報システム活用に関する法制度を制定Ｉ Ｔ

(Cyber空間）

①サービス受領者/利用者（消費者）
民間事業者や行政機関が提供するサービス
やモノを受領or利用
・情報システムを直接利用してサービス受領
・情報システムを意識せずにサービス受領

「Amazon、楽天、SBI証券、
Yahoo、LINE、リクルート、、」

PM,SE,PG

CIOCEO

法制度

国民、学生

乗数効果
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ＩＴ技術の変遷（概略:30年）
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バブル 失われた２0年バブル 失われた10年

米国住宅

バブル

リーマンショック
失われた四半世紀

アベノ

ミクス

メインフレーム ＣＳＳ（ＵＮＩＸ、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＮＴ）

ＷＷＷ

インターネット Web2.0、スマホ、クラウド、ＩＤ連携、ビッグデータ、IoT

前半 後半
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ＩＴ技術の変遷（前半）
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1)主役はＩＴ企業
・サービス提供者が欲する、安くて、
速くて、高品質な情報システム構
築に必要な、IT技術（ハード、
ソフト、アーキテクチャ、開発方法
論など）を提供する。

２)CIO、ＰＭ、ＳE、ＰＧ
・いかにその最新技術を使って、
サービス提供者の要件に合致し
た情報システムを、納期を守って
構築するか。

３)CEO
・自社内のデータを情報システム
を通して有効活用し、サービスや
商品、製品を提供する。
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ＩＴ技術の変遷（前半）

②サービス提供者（民間事業会社）
情報システムを活用して、モノやサービスを提供
・間接的情報システム（ＢtoＢ，ＩnＢ）
・直接的な情報システム(ＢtoＣ）
「セブンイレブン、野村證券、ヤマト運輸、、、」

④公共サービス提供者（行政機関）
・情報システムを活用して公共サービスを提供
・情報システム活用に関する法制度を制定

①サービス受領者/利用者（消費者）
民間事業者や行政機関が提供するサービス
やモノを受領or利用
・情報システムを直接利用してサービス受領
・情報システムを意識せずにサービス受領

・メーカ中心：アーキテクチャ、
ハード、ソフトの開発。
・アーキテクチャは、クローズシ
ステムからオープンシステムへ・事業モデル提

示/要件定義

・ＳＩ提供
③情報システム構築者（ＩＴ企業）
・サービス提供企業の情報システムの構築
・ＩＴ技術の創出と提供
「Microsoft、Apple、IBM、日立、富士
通、NEC、野村総合研究所、、、」

Ｉ Ｔ
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ＩＴ技術の変遷（前半）
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ＩＴ技術の変遷（後半）

1)主役はサービス提供者
・ＩＴ技術を活用して、多くの消
費者の情報（パーソナルデー
タ）を収集・蓄積し、連携し、分
析し、消費者にニーズにあった
サービスを安く、 安全に、速く提
供する。
「スマホ技術、ネットワークの高
速化、NoSQLDB、ウェアラブ
ル技術、センサー技術、高速デー
タ処理技術、データマイニング・
分析技術、ＩＤ連携技術」

２)CIO＝CEO
・情報システム自体がビジネスモ
デルの源泉であり、情報システム
そのものがサービス主体ともなって
いる。

３)サービス提供者＝ＩＴ
企業
・サービス提供者とＩＴ企業の境
目もなくなってきている。

サービス提供企業
（コンビニ）

SNS

お天気サイト

市役所など 銀行など

メーカー

航空会社
マイレージ

ID購買履歴
性別
年齢層

マイル情報

新商品情報

地域の
天候情報

世論
個人の趣味・嗜好

地域の
イベント

顧客の
資産情報

GPS/iBeacon連動
クーポン、広告配信

ポイントカード
クレジットカードポイント付与

ECサイト

顧客の
検索履歴
購買履歴

ID

ID
ID

ID
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ＩＴ技術の変遷（後半）

②サービス提供者（民間事業会社）
情報システムを活用して、モノやサービスを提供
・間接的情報システム（ＢtoＢ，ＩnＢ）
・直接的な情報システム(ＢtoＣ）
「セブンイレブン、野村證券、ヤマト運輸、、、」

④公共サービス提供者（行政機関）
・情報システムを活用して公共サービスを提供
・情報システム活用に関する法制度を制定

①サービス受領者/利用者（消費者）
民間事業者や行政機関が提供するサービス
やモノを受領or利用
・情報システムを直接利用してサービス受領
・情報システムを意識せずにサービス受領

Ｉ Ｔ

CEO=CIO

③情報システム構築者（ＩＴ企業）
・サービス提供企業の情報システムの構築
・ＩＴ技術の創出と提供
「Microsoft、Apple、IBM、日立、富士
通、NEC、野村総合研究所、、、」

「Amazon、楽天、SBI証券、
Yahoo、LINE、リクルート、、」
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ＩＴ技術の変遷（将来）

Ｉ Ｔ

③情報システム構築者（ＩＴ企業）
・サービス提供企業の情報システムの構築
・ＩＴ技術の創出と提供
「Microsoft、Apple、IBM、日立、富士
通、NEC、野村総合研究所、、、」

②サービス提供者（民間事業会社）
情報システムを活用して、モノやサービスを提供
・間接的情報システム（ＢtoＢ，ＩnＢ）
・直接的な情報システム(ＢtoＣ）
「セブンイレブン、野村證券、ヤマト運輸、、、」

④公共サービス提供者（行政機関）
・情報システムを活用して公共サービスを提供
・情報システム活用に関する法制度を制定

①サービス受領者/利用者（消費者）
民間事業者や行政機関が提供するサービス
やモノを受領or利用
・情報システムを直接利用してサービス受領
・情報システムを意識せずにサービス受領

「Amazon、楽天、SBI証券、
Yahoo、LINE、リクルート、、」

・自分の要求と情
報を提供

多くのパーソナルデータ
を連携して最善のサー
ビスや商品を提供
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でも、便利だけど、何か気持ち悪い

なんか気持ち
悪いよね

私の情報が
知らない間に
漏れてる？

• 私の、健康診断データや資産情報がコンビニに漏れてるの？私の情報どこまで漏れているの？

• そういえば、ベネッセやＪＲ東日本の件が騒がれていたけど、あれからどうなったの？

• そういえば２０１５年にマイナンバー導入したけど、私の資産情報が漏れてる？

任意だけど、いよいよ２０１８年から銀行個人預金口座と個人番号の紐づけと言っていたよね。

年金基礎番号が１２５万件漏洩事件あったけど、マイナンバーと紐付けて大丈夫？

• ２０１５年にYahooが検索情報の削除の仕組みを導入して、「忘れらる権利」が話題になった
けどあれって基準ないの？リベンジポルノってよく話題になるよね。表現の自由との兼ね合いはどう
なったの？

• 昔私が興味半分でＤＮＡ情報を調べたら、孫ががん保険に入れなくなってしまった。

自分は気にしなかったけど忘れられる権利必要がやはり重要だよね。
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情報システム、個人情報活用に関する法制度が必要

Ｉ Ｔ

③情報システム構築者（ＩＴ企業）
・サービス提供企業の情報システムの構築
・ＩＴ技術の創出と提供
「Microsoft、Apple、IBM、日立、富士
通、NEC、野村総合研究所、、、」

②サービス提供者（民間事業会社）
情報システムを活用して、モノやサービスを提供
・間接的情報システム（ＢtoＢ，ＩnＢ）
・直接的な情報システム(ＢtoＣ）
「セブンイレブン、野村證券、ヤマト運輸、、、」

④公共サービス提供者（行政機関）
・情報システムを活用して公共サービスを提供
・情報システム活用に関する法制度を制定

①サービス受領者/利用者（消費者）
民間事業者や行政機関が提供するサービス
やモノを受領or利用
・情報システムを直接利用してサービス受領
・情報システムを意識せずにサービス受領

「Amazon、楽天、SBI証券、
Yahoo、LINE、リクルート、、」

乗数効果、公共事業

個人情報保護法 番号法

・自分の情報は自分でコ
ントロールしたい

・法令を遵守しつつ、パーソナルデータを活用して競
争力のあるサービスを提供したい
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そんな中で、個人情報保護法と番号法が今国会で改正（審議中）

○個人情報保護法

・２００３年５月２３日成立

・２００５年４月１日に全面施行

・２０１５年春 初めての改正

○番号法

・ １９８０年所得税法改正（グリーンカード導入決定）

・ １９８５年グリーンカード導入廃止（プライバシー保護、海外への資金流出等の懸念）

・ １９９９年の住民基本台帳法（以下「住基法」という。）の改正

・ ２００２年住民基本ネット稼働、プライバシー権の懸念がたくさんでた、訴訟頻発

・ ２００８年最高裁判決

・ ２０１３年５月２４日番号法成立

・ ２０１５年春 番号法の改正

・ ２０１５年１０月 番号法の施行

・ ２０１６年１月 番号の利用開始



12

パーソナルデータ、個人情報の定義

２つの視点で言葉を正確に覚えるべき、使い分けるべき（今回の改正ベース）

１）個人情報保護法の中での厳密な言葉の定義

①パーソナルデータ（個人、人に関わる情報全般）：個人情報の特性（今回の改正）

個人情報、 要配慮情報、 匿名加工情報、 特定個人情報

②パーソナルデータ（個人、人に関わる情報全般）：個人情報の保有方法（改正前から）

個人情報 ⊃個人データ⊃保有個人データ

③パーソナルデータ（個人、人に関わる情報全般）：個人情報保護法成立前からのライバシー情報との比較

個人情報、 プライバシー情報（実は明確な定義は難しい）

２）もっと広い視点での言葉の定義

プライバシー情報の定義は難しいけど、幸福追求権としてのプライバシー保護は重要である。

プライバシー保護 ⊃ 個人情報保護 ⊃ セキュリティ確保

※プライバシー保護＝自己情報コントロール権の確保≠消去権（忘れらる権利）
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個人情報保護法（概要）

＜個人情報保護法とは＞

●取得/利用

○利用目的を特定して明確化して、取得

・利用目的は、あらかじめできる限り特定しておく必要があります。（１５条１項）

・利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる

範囲内でない限り、事後に変更することはできません。（１５条２項）

・取得時には、利用目的を通知又は公表すること。（１８条）

○利用目的の変更は

・当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理時に認められる範囲の変更

本人への通知または公表（オプトアウトに仕組みは必須）

・当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理時に認められない範囲の変更

本人同意が必須

●取扱

○保管

・データ内容を正確かつ最新の内容に保つように努めるべし（１９条）
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個人情報保護法（概要）

＜個人情報保護法とは＞

○安全管理措置

・個人データに対して、安全管理措置（情報セキュリティ管理策）を講じるべし（２０条）

「組織的安全管理、物理的安全管理、人的安全管理、技術的安全管理」

○従業員・委託先の監督

・従業員（２１条）や委託先（２２条）に対する監督責任あり

●第三者提供

・取得時に第三者提供の同意を得ていない場合は、第三者に提供する時に、あらかじめ本人同意

得る必要がある（２３条）※つまり、取得時に第三者提供することを明確化しておくことが重要

【本人同意が必要ない例外】

①生命・財産保護、法令に基づく場合などの例外規定４つあり。

②委託、合併（当初の目的の範囲）、グループ利用（共同利用するという事実と、共同利用目的

が明示されている時）は第三提供にあたらない。

③オプトアウトでいいよ。（今回の改正で規制を強化：個人情報保護委員会へ届出）

以下の４項目をあらかじめ通知し又は本人の知り得る状態においている場合。

・第三者提供をするという事実 ・ 提供される情報の種類

・提供の手段 ・求めに応じて提供停止する手段の用意
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個人情報保護法（概要）

＜個人情報保護法とは＞

●本人の求めへの対応

○公表

保有個人データの一定の事項を本人の知り得る状態にしておかなければならない（２４条）

・個人情報取扱事業者の氏名または名称 ・すべての保有個人データの利用目的

・本人からの開示、訂正などの求め応じる手続 ・苦情の申し出先

○通知（２４条）

本人の求めに応じて、利用目的を通知しなければならない

※第三者利益を侵害したり、正当な個人情報取扱事業者の利益を害するおそれがある場合は対象外

○開示（２５条）

本人の求めに応じて、自社の持っている保有個人データを通知しなければならない

※第三者利益を侵害したり、正当な個人情報取扱事業者の利益を害するおそれがある場合は対象外

○訂正（26条）

保有個人データの内容が事実でないときは、利用目的達成に必要な範囲で訂正、追加、削除をしなけ

ればならない

○利用停止等（２７条）

利用目的による制限、適正な取得、第三者提供の制限に違反していることが判明したときは、利用停

止をおこなうべし。
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プライバシー保護の概念が重要

プライバシー保護＝プライバシー権確保＝自己情報コントロール権⊃個人情報保護⊃セキュリティ確保

セキュリティ確保

個人情報保護

プライバシー保護

他人から預かった情報をある一定の
ルールの下にきちんと管理すること=
Identhifierとそれに紐づいた属性
情報を管理するルールを定めている。
個人情報保護法。（事業に供する
情報）

個人の情報のコントロール権は個人
が持つ＝Identityの確保≠消去権

他人から預かった情報を管理するた
めに必要となる安全管理措置の一つ
としてのセキュリティ確保

プライバシー保護という大枠のなかに、
個人情報保護、セキュリティ確保が含まれる。
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今国会での個人情報保護改正のポイント(審議中）

①個人情報の定義の明確化

②個人情報活用の有用性の確保

・匿名加工情報の取扱いの明確化

・利用目的変更方法の明確化

③個人情報保護の強化

・要配慮情報の取扱いの明確化

・名簿屋に対する処罰の新設

④個人情報保護委員会の新設

⑤国際化対応

・国内で取得した個人情報を海外で取り扱う場合も、国内と同様の規定が適用される。

・日本と同等の水準の保護制度を有している国の間に限り、海外への第三者提供を可能とする。
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「番号法（通称：マイナンバー法）」とは

番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律)が2013年5月24日成立

（目的）公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性向上、災害対策

（仕組）付番、情報連携、本人確認

（原則）社会保障、税、災害対策以外には使えない。法律の別表に書いてあることにしか使えない。

むやみに番号を渡してもいけない。

（通知）１０月から通知されます。一生使う番号なので、大切に使用すること。

（メリット）１つの窓口で添付書類不要。ワンストップで行政サービスが受けれるようになります。

（個人番号）住民基本ベースに１２桁の番号を付番。漏洩不正活用の場合は、変更も可能

（法人番号）１３桁。登記番号に１桁のハッシュ値をつけたもの。公開される。法人名、住所、法人番号。

（保護）個人情報保護委員会（三条委員会）、直接罰の罰則の強化。

マイポータルで連携先が見える。一元管理はしない分散管理。

行政機関へのPIAの導入。

（情報提供ネットワークシステム、コアシステム）この中はマインナンバーは通らない。

（マイポータル）情報提供記録表示義務。マイナポータルとして、ワンストップサービスを提供。

（通知カード）紙で送る。自治体で個人番号カードに交換可能。表に写真と基本４情報。裏にマイナンバー。

（利用範囲）税、社会保障、災害対策にまずは限定。

（個人番号の利用場面）税、社会保障、災害対策にまずは限定。
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「個人番号（通称：マイナンバー）」の導入スケジュール

２０１３年 ２０１４年 ２０１６年 ２０１７年

番
号
法
案
成
立

２０１５年

番号法案関連政省令の整備
市町村条例の整備

番号
通知

順次個人番号の利用開始
（社会保障、税、災害対策分野のみ）

個人番号カードの交付
（申請による）

委
員
国
会
同
意

特
定
個
人
情
報
保
護

委
員
会
設
置

情報提供
ネットワーク
システムの
運用開始

政令・主務省令整備

運用ガイド
ライン整備

国会・法案設置関連

番号運用関連

2015年10月～
「通知カード」による
国民への番号の
通知を開始

2016年1月～
番号の利用を開始

民間含む利用範囲の拡大は
2019年を目処に検討
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「個人番号（通称：マイナンバー）」と個人番号カード

（出所）内閣官房社会保障改革担当室「番号制度の概要」
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「個人番号（通称：マイナンバー）」と個人番号カード

（出所）マイナンバー等分科会 総務省提出資料「公的個人認証サービスの民間拡大について」
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閑話休題：身元証明書に必要な情報と識別符号

ICAO（International Civil Aviation Organization）という国際組織が、身元証明書の国際基準を定めてい
る。各国のパスポートはもちろん、ドイツやエストニアの身元証明書もこの基準に基づいており、券面の表裏や、ICカー
ド内部に持つべき情報についても記載されている。日本の身元証明書もこの基準に従うべきである

ICAO基準 券面（オモテ面） 券面（裏面） ICカード内部 データベース

必須項目 発行国
身元証明書の名称
氏名
性別
国籍
生年月日
券面番号
有効期限（失効日）
顔写真
署名

（規定なし） 発行国
身元証明書の名称
氏名
性別
国籍
生年月日
券面番号
有効期限（失効日）
顔写真

（規定なし）

選択項目
（オプション）

指紋などのその他の生体情報
個人識別番号
発行日、発行自治体

他のオプション情報（住所
等）

署名
指紋などのその他生体情報
個人識別番号
発行日、発行自治体
他のオプション情報（住所等）

（規定なし）
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口座番号

Facebook IDｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞID 健康保険番号

パスポート番号

基礎年金番号

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号

ECサイト ID

•氏名
•性別
•生年月日
•住所
•資産額
•口座番号
•ローン情報
etc

•氏名
•出身高、出身大学
•最終学歴
•友達関係
•趣味嗜好
•ライフイベント
etc

•氏名
•居所
•購買履歴
•クレジットカード番号
•趣味嗜好
etc

•氏名
•性別
•生年月日
•国籍
•顔写真（生体情報）
etc

•氏名
•生年月日
•配偶者
•納付情報
etc

•氏名
•生年月日
•所属健康保険組合
•扶養情報
•病歴
etc

•氏名
•性別
•生年月日
•住所
•信用情報
•購買履歴
etc

•氏名
•性別
•生年月日
•住所
•資産額
•金融商品情報
•ローン情報
etc

個人番号（新設）

•氏名
•所得情報
•扶養情報
etc

個人番号で
連携・
紐付け

ただし、民間利用や
他の識別子との
紐付けは不可※

※2019年に
利用範囲拡大を検討

マイナンバー制度当初は一部の識別子（税・社会保障）を連携する仕組み
2016年1月時点では、民間利用や、他の識別子との紐付けは不可
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超ID社会に向けた未来ロードマップ

2013年 2014年 2016年 2017年2015年 2018年 2019年 2020年

法
整
備

Ｉ
Ｄ
社
会
の
拡
が
り

制
度
と
技
術

プライバシー保護制度 制定

特定個人情報保護評価の実施
個人情報

保護委員会 設置

番号法 制定

様々な分野で、
様々な情報を、
プライバシーを
守りながら

連携する超ID社会

他分野、民間での
マイナンバー利用

電子政府（マイポータル・国民ＩＤ）

マイナンバー利用 （社会保障・税、防災）

ＰＩＡ 実施

2016年～ ＯｐｅｎＩＤ Ｃｏｎｎｅｃｔ 普及期
ID情報連携のための技術（ＯｐｅｎＩＤ Ｃｏｎｎｅｃｔ）

開発・整備

2017年～ トラストフレームワーク 普及期トラストフレームワーク制度化
事業者間の信頼構築制度
（ﾄﾗｽﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ）実証実験

プライバシー保護のための事業者評価制度
ＰＩＡ（ Privacy Impact Assessment） 整備

ヒト

番号法政省令 制定

マイナンバー利用範囲拡大の検討

ヒト・カネ・モノの拡がり

ＩＤ基盤

ＩＤ

ＩＤ ＩＤＩＤ

ＩＤ

ＩＤ

ＩＤ

ＩＤ
ＩＤ

企業対企業
（1対1）

企業対企業
（多対多）

官民連携、グローバル連携

より広範囲の情報（行政、医療、…）外部情報（SNS、ライフログ、…）

モあ（IoT）カネ

企業内情報…

大綱策定
改正法案
国会提出

政省令
個人情報
保護法改正

連携分野の拡がり

1対1から多対多、さらにグローバルへの拡がり

マイナンバー
配布


